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Basic Research on the Relevance of Pupil Guidance, Extracurricular Activities, 
and Period for Integrated Studies

-Using “Self-Guidance Ability”, “Self-Educational Ability” and “Competencies for Living” as Clues-

Yoshikiyo ISHIDA1), Masaki SHIRAKAWA2)

【Abstract】
Pupil guidance was introduced under the influence of American guidance theory, and its focus was to develop "self-

guidance ability." Initially, pupil guidance was provided in the classroom activities of extracurricular activities. Later, 
"self-educational ability" was advocated throughout the curriculum, with a focus on extracurricular activities. In addition, 
with the establishment of "the Period of Integrated Study," "competencies for living" has become of great importance. This 
paper extracts and analyzes descriptions related to "self-guidance ability," "self-educational ability," and " competencies 
for living" based on materials from the National Council on Educational Reform, the Curriculum Council, and the Course 
of Study from 1983 to 1998. This paper will provide a basis for clarifying the relationship between pupil guidance, 
extracurricular activities, and the period for integrated studies, which have been studied separately.
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生徒指導と特別活動、総合的な学習の時間の関係
－「自己指導能力」「自己教育力」「生きる力」を手がかりとして－

石田　美清 1），白川　正樹 2）

【要　旨】
生徒指導はアメリカの Guidance 理論の影響を受けて導入され、「自己指導能力」の育成にその主眼があった。

当初、特別教育活動の学級活動で生徒指導が行われた。その後、教育課程全体で「自己教育力」が提唱され、

特別活動を中心に行われるようになった。さらには「総合的な学習の時間」が新設され、「生きる力」が重

視されるようになった。本論文は、1983（昭和 58）年から 1998（平成 10）年までの中央教育審議会、臨時

教育審議会、教育課程審議会、学習指導要領等の資料をもとに、「自己指導能力」「自己教育力」「生きる力」

に関わる記述を抽出して分析した。これまで別々に研究が行われてきた生徒指導、特別活動、総合的な学習

の時間の関係を明らかにするための基礎となる研究である。
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１．はじめに

1965（昭和 40）年に公刊された生徒指導資

料第 1 集『生徒指導の手びき』では、「自己指

導の発達は、生徒指導の究極目標の一つである」

（12 頁）とされ、自発性、自律性、自主性の促

進が求められた。同書は 1981（昭和 56）年に

改訂されて『生徒指導の手引（改訂版）』となっ

たが、「自己指導の能力の育成を究極のねらい

とする生徒指導の本義」（23 頁）に変更はなかっ

た。そして、1988（昭和 63）年に公刊された

生徒指導資料第 20 集『生活体験や人間関係を

豊かなものとする生徒指導』では、「生徒指導

とは、一人一人の生徒の個性の伸長を図りなが

ら、同時に社会的な資質や能力・態度を育成し、

さらに将来において社会的に自己実現ができる

ような資質・態度を形成していくための指導・

援助であり、個々の生徒の自己指導能力の育成

を目指すものである」（16 頁）と定義された。

このように生徒指導が「自己指導（能力）」の

育成をねらいとしているのは、昭和 20 年代に

アメリカの Guidance の影響を受けてその理論

が形成されたからであり、「自己指導」は self- 
guidanceないしは self- directionの訳語であった 1）。

一方、1989（平成元）年の学習指導要領では、

全体の改訂の基本方針の一つとして「自己教育

力の育成」が挙げられ、『中学校指導書教育課

程一般編』によれば、「社会の変化に主体的に

対応できる能力の育成や創造性の基礎を培うこ

とを尊重するとともに自ら学ぶ意欲を高めよう

とすること」（6 頁）とされている。また、特

別活動の目標に「人間としての生き方について

の自覚を深め、自己を生かす能力を養う」こと

が加わった。

その後、1998（平成 10）年の学習指導要領

改訂では、総合的な学習の時間（以下、総合的

学習）が創設された。そのねらいは、「（1）自ら

課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に

判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を

育てること。（2）学び方やものの考え方を身に

付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的

に取り組む態度を育て、自己の生き方を考える

ことができるようにすること」であった。2010
（平成 20）年の学習指導要領改訂では、「自ら学

び自ら考える力などの『生きる力』をはぐくむ

ために、既存の教科等の枠を超えた横断的・総

合的な学習となること」に加えて、「探求的な

学習」となることが目指された。そして、2017
（平成 29）年の学習指導要領改訂では、探求的

な学習の過程を一層重視し、「『探究的な見方・

考え方』を働かせ、総合的・横断的な学習を行

うことを通して、よりよく課題を解決し、自己

の生き方を考えていくための資質・能力を育成

することを目指すものであること」とされた。

このような「自己指導（能力）」、「自己教育力」、

「自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主

体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や

能力」、「自己の生き方を考えていくための資質・

能力」はどのような関係にあるのであろうか。

本論文は、「自己教育力」が登場した 1983（昭

和 58）年から「総合的な学習の時間」創設の

根拠となった 1998（平成 10）年までの中央教

育審議会答申、臨時教育審議会答申、教育課程

審議会答申、生徒指導資料と学習指導要領を精

査して、その内容を素描し、生徒指導と特別活

動、総合的な学習の時間の関係を明らかにして

いくための手がかりとする 2）。

2．�中央教育審議会教育内容等小委員会「審議

経過報告」（昭和 58 年）

1981（昭和 56）年に、中央教育審議会は「時

代の変化に対応する初等中等教育の教育内容な

どの基本的な在り方」についての諮問を受け、

同年「教育内容等小委員会」を設けて、1983（昭

和 58）年には審議経過報告（以下、経過報告）

を公表した。経過報告は、社会の変化や学校教

育をめぐる諸問題等についての検討を行い、そ

れらを踏まえて今後学校教育が重視しなければ

ならない視点の一つとして「自己教育力の育成」

を挙げ、自己教育力とは、主体的に学ぶ意志、

態度、能力などをいう」（下線は筆者、以下同じ）
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と定義した。そして以下のように説明している。

　　　自己教育力とは、まずもって、学習への

意欲である。児童生徒に学習への動機を与

え、学ぶことの楽しさや達成の喜びを体得

させることが大切である 。いわゆる実物

ないし本物教育あるいは体験的な学習など

学習の手段や方法が重視される。また、児

童生徒の能力・適性あるいは興味・関心に

配慮することも重要である。自己教育力は、

さらに学習の仕方の習得である。今後の社

会の変化を考えると、将来の日常生活や職

業生活において、何をどのように学ぶかと

いう学習の仕方についての能力を身に付け

ることが大切である。このためには、学校

教育において、基礎・基本的な知識・技能

を学習させるとともに、問題解決的あるい

は問題探求的な学習方法を重視する必要が

ある。自己教育力は、これからの変化の激

しい社会における生き方の問題にかかわる

ものである。 特に中等教育の段階では、

自己を生涯にわたって教育し続ける意志を

形成することが求められているものと考え

られる。

つまり、「自己教育力」は、学習への意欲、

学習の仕方の習得方法であり、これからの変化

の激しい社会における生き方の問題に関わり、

自己を生涯にわたって教育し続ける意志を形成

することであった。

3．臨時教育審議会答申(昭和60年～昭和62年)

1984（昭和 59）年に内閣総理大臣から「我

が国における社会の変化及び文化の発展に対応

する教育の実現を期して各般にわたる施策に関

し必要な改革を図るための基本的方策につい

て」の諮問を受け、臨時教育審議会は 4 次にわ

たる答申を行い、総括として、教育改革の視点

として、①個性重視の原則、②生涯学習体系へ

の移行、③変化への対応を示した。

「自己教育力」が登場するのは、第二次答申（昭

和 61 年 4 月）である。21 世紀のための教育体

系の再編成の目標として、「本審議会は、これ

からの学習は、学校教育の自己完結的な考え方

を脱却するとともに、学校教育においては自己

教育力の育成を図り、その基盤の上に各人の自

発的意思に基づき、必要に応じて、自己に適し

た手段・方法を自らの責任において自由に選択

し、生涯を通じて行われるべきものであると考

える」とした。特に、初等中等教育においては、

「生涯学習の観点から、基礎・基本の徹底、自

己教育力の育成、教育の適時性への配慮を重視

することを基本とし、その内容の改革を進める」

とした。また、徳育の充実について、「初等教

育においては、基本的生活習慣のしつけ、自己

抑制力、日常の社会規範を守る態度などの育成

を重視する。また、中等教育においては、自己

探求、人間としての『生き方』の教育を重視す

る」と述べている。そして、教育内容の改善と

して、「初等中等教育においては、生涯にわた

る人間形成の基礎を培うために必要な基礎的・

基本的な内容の習得の徹底を図るとともに、社

会の変化や発展のなかで自らが主体的に学ぶ意

志、態度、能力等の自己教育力の育成を図る」

としたのである。

第四次答申（昭和 62 年 12 月）では、教育内

容の改善における徳育の充実として、「基本的

な生活習慣のしつけ、自己抑制力、日常の社会

規範を守る態度の育成、人間としての『生き方』

の教育を重視する」、また教育内容の改善の基

本方向として「生涯にわたる人間形成の基礎を

培うために必要な基礎的・基本的な内容の習得

の徹底、自己教育力の育成を図る」ことが繰り

返し述べられている。

このように、臨時教育審議会答申では、生涯

学習体系への移行において、「自らが主体的に

学ぶ意志、態度、能力等の自己教育力」が述べ

られているのである。
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4．�教育課程審議会「幼稚園、小学校、中学校

及び高等学校の教育課程の改善について

(答申 )」(昭和 62 年 ) と生徒指導資料、

学習指導要領

1987（昭和 62）年に教育課程審議会は、「臨

時教育審議会の答申や中央教育審議会の教育内

容等小委員会審議経過報告を踏まえるよう配

慮」して、次のような答申を行った。

まず、前文で「21 世紀に向かって、国際社

会に生きる日本人を育成するという観点に立

ち、国民として必要とされる基礎的・基本的な

内容を重視し、個性を生かす教育の充実を図る

とともに、自ら学ぶ意欲をもち社会の変化に対

応できる、豊かな心をもちたくましく生きる人

間の育成を図ることが重要であると考えた」と

した。

そして、教育課程の基準の改善のねらいとし

て、「（1）豊かな心をもち、たくましく生きる

人間の育成を図ること」を挙げ、「・・・これ

からの学校教育において、特に、豊かな心をも

ち、たくましく生きる人間の育成ということが

強調されなければならない。そのためには、・・・・

すこやかな精神と身体を育てること、基本的な

生活習慣を身に付け自らの意思で社会規範を守

る態度を育てること、自律・自制に心や強靱な

意志と実践力を育てること、自ら生きる目標を

求めその実現に努める態度を育てること、など

に配慮する必要がある」とした。次いで、「（2）
自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応でき

る能力の育成を重視すること」を挙げ、「これ

からの学校教育は、生涯学習の基礎を培うもの

として、自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に

対応できる能力の育成を重視する必要があ

る。・・・生涯にわたる学習の基礎を培うとい

う観点に立って、自ら学ぶ目標を定め、何をど

のように学ぶかという主体的な学習の仕方を身

に付けさせるように配慮する必要がある」とし

た。

しかし、同答申の文章中には、「自己教育力」

という言葉は見当たらない。

ところで、前述のように 1988（昭和 63）年

には、生徒指導資料集第 20 集が公刊されてい

る。同書は、1982（昭和 57）年『生徒指導の

手引（改訂版）』の 5 つの生徒指導の課題に加

えて、3 つを挙げ、そのうちの一つとして、「（3）
生徒の将来展望の不確実さや不安の解消及び自

己指導能力の伸長」を挙げている。そして、「問

題行動の防止や非行対策といった消極的受身的

面に傾きがちであった生徒指導から、生徒指導

の原点に立ちかえって生徒一人一人の望ましい

人格の育成を図るという観点に立って」（15
頁）、「生徒指導とは、一人一人の生徒の個性の

伸長を図りながら、同時に社会的な資質や能力・

態度を育成し、さらに将来において社会的に自

己実現ができるような資質・態度を形成してい

くための指導・援助であり、個々の生徒の自己

指導能力の育成を目指すものである」（16 頁）

と定義している 3）。

先の 1987（昭和 62）年の教育課程審議会答

申を受けて、1989（平成元）年学習指導要領で

は、総則の配慮事項として、生徒指導と進路指

導で、「（3）教師と生徒及び生徒相互の好まし

い人間関係を育て、生徒が自主的に判断し、行

動し積極的に自己を生かしていくことができる

よう、生徒指導の充実を図ること。（4）生徒が

自らの生き方を考え主体的に進路を選択するこ

とができるよう、学校の教育活動全体を通し、

計画的、組織的な進路指導を行うこと」（波下

線は、新たに加わった部分、以下同じ）となっ

た。また、特別活動でも目標に「望ましい集団

活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性

の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活

を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる

とともに、人間としての生き方についての自覚

を深め、自己を生かす能力を養う」こととなっ

た。

『中学校指導書教育課程一般編』によれば、

教育課程改訂の基本方針として、「心豊かな人

間の育成」「基礎・基本の重視と個性を生かす

教育の充実」「自己教育力の育成」「文化と伝統
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の尊重と国際理解の推進」の 4 つが挙げられて

いる。このうち、「自己教育力の育成」につい

ては、「（3）社会の変化に主体的に対応できる

能力の育成や創造性の基礎を培うことを尊重す

るとともに自ら学ぶ意欲を高めようとするこ

と」として、「学校教育においては、これから

の変化の激しい社会において、生涯を通じて学

び続け、たくましく生き抜いていくための基盤

となる力を育成することが重要である。・・・

生涯学習の基礎を培う観点から、自ら学ぶ意欲

と主体的な学習の仕方を身に付けることが大切

である」とされた。

また『中学校指導書特別活動編』によれば、

改訂の要点の一つとして、「（3）人間としての

生き方の自覚及び自己を生かす能力の育成の重

視」が挙げられているが、「・・・特別活動は

人間としての生き方の自覚や自己を生かす能力

を養うための自主的な学習の機会として、最も

中心的な役割を果たすものである」（4 頁）と

された。目標に、「人間としての生き方につい

ての自覚を深める」ことと「自己を生かす能力

を養うこと」が加わり、「人間としての生き方

についての自覚を深めるとともに、現在及び将

来にわたって自己実現を図る能力、即ち自己を

生かす能力を養う」となった。目標の「心身の

調和のとれた発達と個性の伸長を図り」の部分

について、「個々の生徒が将来において社会的

な自己実現を図るために必要とされる資質をま

とめ、その基礎を培うことをねらいとして、特

別活動が達成すべき目標の一つとして示してい

る」（10 頁）と説明している。

生徒指導との関連では、学習指導要領の総則

で、「『教師と生徒及び生徒相互の好ましい人間

関係を育て、生徒が自主的に判断、行動し積極

的に自己を生かしていくことができるよう、生

徒指導の充実を図ること。』と示しているが、

この趣旨は、特別活動そのもののねらいでもあ

ると言っても過言ではない」（22 頁）とし、「こ

の意味からも、生徒が特別活動における様々な

集団活動を通して、個人的、社会的な資質及び

それらを身に付ける自主的、実践的な態度や、

人間としての生き方についての自覚を深め、自

己をよりよく生かすための資質を育てるように

援助することは、生徒指導のねらいと本質的に

一致すると言えよう」（22 頁）とした。

このように 1987（昭和 62）年の教育課程審

議会答申では、「自己教育力」という用語は用

いられていないが、1989（平成元）年中学校学

習指導要領では、「自己教育力」が挙げられて

いる。総則では、生徒指導で「生徒が自主的に

判断、行動し積極的に自己を生かしていくこと

ができるよう」、また進路指導で「生徒が自ら

の生き方を考え主体的に進路を選択すること」

が加わった。そして、特別活動と生徒指導のね

らいは本質的に一致するとされているのであ

る。なお、この間、1988（昭和 63）年に生徒

指導資料第 20 集が公刊され、生徒指導（pupil 
guidance）の原点に立ち返って、「自己指導能

力の育成」が示されている。

5．�中央教育審議会「21 世紀を展望した我が国

の教育の在り方について（第一次」（平成8年）

1996（平成 8）年に「21 世紀を展望した我が

国の教育の在り方について 21 世紀を展望した

我が国の教育の在り方について第一次 )」が出

されるが、副題は子供に［生きる力］と［ゆと

り］をであった。

同答申は、今後の教育に必要なのは、「いか

に社会が変化しようと、自分で課題を見つけ、

自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、

よりよく問題を解決する資質や能力であり、ま

た、自らを律しつつ、他人とともに協調し、他

人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間

性であると考えた。たくましく生きるための健

康や体力が不可欠であることは言うまでもな

い。我々は、こうした資質や能力を、変化の激

しいこれからの社会を［生きる力］と称するこ

とと」とした。そして、横断的・総合的な学習

の推進を挙げ、「各教科の教育内容を厳選する

ことにより時間を生み出し、一定のまとまった
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時間（以下、「総合的な学習の時間」と称する。）

を設けて横断的・総合的な指導を行うこと」が

提言された。そして、「この時間における学習

活動としては、国際理解、情報、環境のほか、

ボランティア、自然体験などについての総合的

な学習や課題学習、体験的な学習等」が考えら

れるとされた。

6．�教育課程審議会「幼稚園、小学校、中学校、

高等学校、盲学校、聾学校及び養護学校の

教育課程の基準の改善について(答申)」(平

成 10 年 ) と学習指導要領

1998（平成 10）年に教育課程審議会は、「21
世紀を展望した我が国の教育の在り方につい

て」、「幼児期からの心の教育の在り方につい

て」、「今後の地方教育行政の在り方について」

の中間まとめに留意して答申を出している。

まず、教育課程の基準の改善に当たって、基

本的な考え方の一つとして、「社会の変化に柔

軟に対応し得る人間の育成」を挙げ、「これか

らの学校教育においては、これまでの知識を一

方的に教え込むことになりがちであった教育か

ら、自ら学び自ら考える教育へと、その基調の

転換を図り、子どもたちの個性を生かしながら、

学び方や問題解決などの能力の育成を重視する

とともに、実生活との関連を図った体験的な学

習や問題解決的な学習にじっくりとゆとりを

もって取り組むことが重要である」としている。

そして、教育課程の改善のねらいの 4 つのう

ちの一つとして「②自ら学び、自ら考える力を

育成すること」を挙げている。自ら学び自ら考

える力を育成することを重視した教育を行うた

めには「幼児児童生徒の発達の状況に応じて、

知的好奇心・探究心をもって、自ら学ぶ意欲や

主体的に学ぶ力を身に付けるとともに、試行錯

誤をしながら、自らの力で論理的に考え判断す

る力、自分の考えや思いを的確に表現する力、

問題を発見し解決する能力を育成し、創造性の

基礎を培い、社会の変化に主体的に対応し行動

できるようにすることを重視した教育活動を積

極的に展開していく」必要があるとしている。

教育課程の編成として、「総合的な学習の時

間」を創設することとしたが、その趣旨は「各

学校が地域や学校の実態等に応じて創意工夫を

生かして特色ある教育活動を展開できるような

時間を確保することである。また、自ら学び自

ら考える力などの［生きる力］は全人的な力で

あることを踏まえ、国際化や情報化をはじめ社

会の変化に主体的に対応できる資質や能力を育

成するために教科等の枠を超えた横断的・総合

的な学習をより円滑に実施するための時間を確

保することである。我々は、この時間が、自ら

学び自ら考える力などの［生きる力］をはぐく

むことを目指す今回の教育課程の基準の改善の

趣旨を実現する極めて重要な役割を担うものと

考えている」としている。

総合的な学習の時間のねらいは、「各学校の

創意工夫を生かした横断的・総合的な学習や児

童生徒の興味・関心等に基づく学習などを通じ

て、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、

主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質

や能力を育てることである。また、情報の集め

方、調べ方、まとめ方、報告や発表・討論の仕

方などの学び方やものの考え方を身に付けるこ

と、問題の解決や探究活動に主体的、創造的に

取り組む態度を育成すること、自己の生き方に

ついての自覚を深めることも大きなねらいの一

つとしてあげられよう。これらを通じて、各教

科等それぞれで身に付けられた知識や技能など

が相互に関連付けられ、深められ児童生徒の中

で総合的に働くようになるものと考える」とし

た。

また、特別活動の改善の基本方針として、

「（ア）特別活動が、集団活動を通した教育活動

としての特質を生かし、集団の一員としての自

覚を深め、児童生徒の個性の伸長と調和のとれ

た豊かな人間性を育成するとともに、学級（ホー

ムルーム）や学校生活の基盤の形成に重要な役

割を果たしていることを踏まえ、特に、好まし

い人間関係の醸成、基本的なモラルや社会生活
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上のルールの習得、協力してよりよい生活を築

こうとする自主的、実践的な態度の育成、ガイ

ダンスの機能の充実などを重視する観点に立っ

て、内容の改善を図る」としている。特に中学

校と高等学校では、「将来の生き方を考える態

度や主体的に適切な選択を行う能力を育成する

ことの重要性にかんがみ、ガイダンスの機能を

充実し、例えば、選択教科や進路等の選択に関

し、各教科等との関連を図りつつ、計画的・組

織的に指導したり、入学時の学校生活への適応

及び円滑な人間関係の形成について計画的に指

導するものとする」とした。

1998（平成 10）年中学校学習指導要領では、

総則で「1　総合的な学習の時間においては、

各学校は、地域や学校、生徒の実態等に応じて、

横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に

基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を

行うものとする」「2　総合的な学習の時間にお

いては、次のようなねらいをもって指導を行う

ものとする」として、「（1）自ら課題を見付け、

自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよ

く問題を解決する資質や能力を育てること。（2）
学び方やものの考え方を身に付け、問題の解決

や探究活動に主体的、創造的に取り組む態度を

育て、自己の生き方を考えることができるよう

にすること。（3）各教科、道徳及び特別活動で

身に付けた知識や技能等を相互に関連付け、学

習や生活において生かし、それらが総合的に働

くようにすること」を挙げている。

また、同じく総則では、生徒指導、進路指導

の次にガイダンスが加わり、「（3）教師と生徒

の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を

育てるとともに生徒理解を深め、生徒が自主的

に判断、行動し積極的に自己を生かしていくこ

とができるよう、生徒指導の充実を図ること。

（4）生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を

選択することができるよう、学校の教育活動全

体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行うこ

と。（5）生徒が学校や学級での生活によりよく

適応するとともに、現在及び将来の生き方を考

え行動する態度や能力を育成することができる

よう、学校の教育活動全体を通じ、ガイダンス

の機能の充実を図ること」となった。

『中学校学習指導要領解説総則編』によれば、

総合的学習のねらいは、「・・・この時間で取

り上げられる個々の課題について何らかの知識

を身に付けることが目的ではなく、また、課題

を具体的に解決することそのものに主たる目的

があるのではない。この時間は、横断的・総合

的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習な

どの過程を通じて、自ら課題を見付け、自ら学

び自ら考え、問題を解決するなどの〔生きる力〕

を育てること、また、情報の集め方、調べ方、

まとめ方、報告や発表・討論の仕方などの学び

方やものの考え方を身に付け問題解決に向けて

の主体的、創造的な態度を育成すること、自己

を見つめ、現在や将来について真剣に考え、卒

業後の進路を主体的に選択し、生きがいのある

生活を実現していくという自己の生き方につい

て考えることができるようにすることをねら

い」（54 ～ 55 頁）としている。

『中学校学習指導要領解説特別活動編』によ

れば、総則で示され、特別活動でも示されたガ

イダンスの機能について、「ガイダンスの機能

の充実とは、そのような生徒指導上の機能及び

進路指導の機能の充実を端的に言い表したもの

である」（31 頁）としている。また、特別活動

の「指導計画の作成と内容の取り扱い」で示さ

れた、「（3）学校生活への適応や人間関係の形成、

選択教科や進路の選択などの指導に当たって

は、ガイダンスの機能を充実するよう学級活動

等の指導を工夫すること」について、「ここに

示されているガイダンスとは、生徒の自己指導

能力の育成と人格の健全な発達を目指す生徒指

導において、特に、生徒のよりよい適応や選択

にかかわる、集団場面を中心とする指導・援助

であり、生徒一人一人の可能性を最大限に開発

しようとするものである」（83頁）としている。

このように、教育課程審議会答申で「総合的

な学習の時間」の創設が提起され、新たに「ガ
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イダンスの機能」が示された。総合的な学習の

時間は「学習などの過程を通じて、自ら課題を

見付け、自ら学び自ら考え、問題を解決するな

どの〔生きる力〕を育てること」「自己の生き

方について考えることができるようにする」こ

とにねらいがある。また、ガイダンスについて

は、生徒指導及び進路指導の基本的な考え方と

された。

7．おわりに

井坂行男によれば、Guidanceは、「目的であり、

理念である」（基本原理）と「現実に、個人を

たすけるはたらき、又は方法」（方法又は技術）

の二面があった 4）。前者の基本原理は 1965（昭

和 40）年の『生徒指導の手びき』でも述べら

れているが、生徒指導は機能として働き、究極

の目標は「自己指導（能力）」の育成にある。

また後者の方法又は技術は、領域として特別活

動の学級活動（ホームルーム）、カウンセリン

グの普及などを中心に展開されていった。

1983（昭和 58）年の「審議経過報告」では、

学習を中心とした「自己教育力」が提起された。

臨時教育審議会答申では、生涯学習体系への移

行において、学習を中心とする「自己教育力」

が述べられている。また同時に人間としての「生

き方」の教育も重視された。1987（昭和 62）
年の教育課程審議会答申は「主体的な学習」と

したが、1989（平成元）年の学習指導要領では

「自己教育力」が再び取り上げられ、生徒指導、

進路指導、特別活動に反映して、生徒指導と特

別活動のねらいは一致すると述べられている。

1996（平成 8）年の中央教育審議会答申で「生

きる力」「総合的な学習の時間」が提起され、

1998（平成 10）年の教育課程審議会答申によっ

て「総合的な学習の時間」が創設されたが、そ

の根源は、臨時教育審議答申の「生涯学習」「自

己教育力」「人間としての『生き方』の教育」

にあるように考えられる。

つまり、「自己指導能力」の育成を目的とす

る生徒指導 (pupil guidance) は、当初はおもに

教科以外の特別活動を中心に考えられていた

が、教育課程全体の「自己教育力」としても捉

えられるようになり、「総合的な学習の時間」

を中心に「生きる力」として「全人的な力」と

されてきたと考えられるのである。

このように、中央教育審議会答申や臨時教育

審議会答申を受けて教育課程審議会答申が出さ

れ、それに基づいて学習指導要領が改訂されて

いる。さらに、その学習指導要領の内容を詳し

く解説するために指導書・解説書が出されてい

る。また、その間に、生徒指導資料も出されて、

学習指導要領や指導書・解説書にも影響を与え

ているが、それぞれの資料の表現は微妙に異

なっている。文章表現や、歴史的経緯によるニュ

アンスの違いを踏まえて、「自己指導能力」「自

己教育力」「生きる力」をさらに検討すること

が必要であろう。

ところで、2017（平成 29）年の教育職員免

許法施行規則の改正によって、「教職課程認定

申請の手引き」では、「特別活動及び総合的な

学習の時間の指導法 2 単位」が示されることに

なった。「特別活動」と「総合的な学習の時間」

の関係をどのように捉えるか、また、「生徒指

導機能概念」の視点から「特別活動」と「総合

的な学習の時間」の関係をどのように説明する

のか、現在改訂中の『生徒指導提要』5）におい

ては、1998（平成 10）年の学習指導要領に登

場したガイダンス、さらに 2017（平成 29）年

の学習指導要領に登場したカウンセリング、さ

らにはキャリア教育も含めて、その整合性が求

められるであろう。
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